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◎コミュニティセンター検討委員会 
 ・検討委員会 
 ・検討委員 
 

◎公民館 
 ・公民館の目的と事業 
 

◎坂井市のまちづくり 
 ・まちづくり協議会の設立 
 ・まちづくり基本条例制定 
 ・コミュニティセンター化の経緯 
 ・コミュニティセンター化の背景 
 

◎公民館からコミュニティセンターへ 
 ・コミュニティセンター移行とは 
 ・コミュニティセンターになっても変わらないこと 
 ・コミュニティセンターになって何が変わるのか 
 ・これからの地域づくり活動に求められること 
 

◎コミュニティセンター移行後のイメージ 
 

◎市民が集うコミュニティセンター 
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委員会等 開催日 議 題 等 

第１回 H25. 7. 2 ・コミュニティセンターに係る市の基本的な考え方について 外 

第２回 H25. 8.28 ・コミュニティセンターの管理及び運営の範囲について 外 

視察研修 H25.10. 3 近江八幡市 市まちづくり支援課、八幡学区まちづくり協議会 外 

第３回 H25.10.22 ・視察研修を受けて 外 

第４回 H25.11.28 ・コミュニティセンター及びまちづくり協議会の業務等について 外 

第５回 H26. 1.21 ・各まちづくり協議会の現状把握について 外 

第６回 H26. 3.20 ・検討結果（中間）報告書（案）の確認について 

中間報告 H26. 3.31 検討結果（中間）報告書 市長提出 

委員会等 開催日 議 題 等 

第７回 H26. 6. 5 ・コミュニティセンター移行の趣旨と今後の検討課題について 外 

第８回 H26. 7.17 ・社会教育及び生涯学習の事業推進について 外 

第９回 H26. 8.20 ・コミュニティセンター化に伴う職員体制について 外 

第10回 H26. 9.26 ・コミュニティセンターに係る例規（案）について 外 

第11回 H26.11.10 ・検討結果報告書（案）について 

結果報告 H26.11.19 検討結果報告書 市長提出 
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所属等 人数 備  考 

学識経験者 ２名   

地域協議会 ４名 各町から１名ずつ選出 

区長会※ ４名 〃 

まちづくり協議会会長 ４名 〃 

公民館長 ４名 〃 

計 １８名   
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市民と市が協働して 
まちづくりに取り組む 
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■地域の住民に開かれ、市やその他の組織と協働・連携して活動 
■市は、まちづくり協議会の自主性及び自立性を尊重するともに、 
 活動に対し必要な支援を行う 
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地域の関係団体 区長会 

まちづくり協議会 

まちづくり 
協議会 

まちづくり 
協議会 
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市 

【地域づくり活動拠点】 

まちづくり 
協議会 

まちづくり活動 

健康・福祉活動 

安全安心活動 
環境保全活動 

歴史・文化活動 

      

社会教育 
指導員 

  

コミセン 
運営協議会 
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健康・福祉活動 

地域美化活動 

生涯学習活動 

  

安全安心活動 

環境保全活動 

ふれあい交流活動 

地域の関係団体 区長会 
社会福祉協議会、子ども会、

ＰＴＡ、学校など 

  
・まちづくり協議会の主体的な活動を支援 
・区長会、各種団体との連携、 
 一体に向けての支援 
・センターの管理業務 
・センター長、職員の雇用 

【活動主体】 

まちづくり協議会 

地域住民 

市 

【社会教育施設】 
+ 

【地域づくり活動拠点】 
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